
H27.5現在 

職業訓練法人 八代職業訓練運営会 

八代市及び通学可能な主たる事務所を有する、技能者の団体又は事業所を構成員とする職業訓練法人組織です。 

会員（７団体）順不同   特別会員（３団体）順不同 

・八代建設業協同組合 

・八代建築設計監理協会 

・八代左官業組合 

・熊本県板金工業組合八代支部 

・八代市造園防災協議会 

 

・八代塗装・防水組合 

・八代建築技能士協同組合 

・八代商工会議所 

・八代地方法人会八代支部 

・熊本県板金工業組合 

 

八代高等職業訓練校 

 『職業訓練法人 八代職業訓練運営会』が運用している認定職業能力開発校（旧 認定職業訓練校）です。 

 運営会構成員事業主に雇用されている者（雇用保険被保険者）を対象に、公共職業訓練（在職者訓練）である普通職業訓練普通課程・短期課程を実施します。 

 また、求職者を対象とした公共職業訓練の離職者訓練（平成元年～）、求職者支援訓練の認定による訓練（平成 23年～）等の実績があります。 

開 校 日 昭和３７年７月１日 

入校資格 （１）運営会構成員事業主に雇用されている者（雇用保険被保険者） 

以下は受講者に就業意欲があり、分散訓練が出来る事業所が確保できることを条件とする 

（２）学卒未就職者等、職業能力形成機会が十分でない者   （３）４５歳以上の中高年齢者 

（４）職場復帰を希望する者                （５）定年退職者 

訓練課程 普通職業訓練普通課程 普通職業訓練短期課程 

訓練時間 ①集合訓練と②分散訓練の合計 2800時間以上 

（２年間） 

集合訓練のみ 12時間以上 

注：訓練時間はコースによって異なります 

訓 練 科 ・建築施工系木造建築科   ・建築施工系鉄筋コンクリート施工科 

・塗装系建築塗装科     ・建築仕上系左官・タイル施工科 

・金属加工系構造物鉄工科  ・機械系機械加工科 

・裁縫系和裁科 

・情報処理科    ・電気工事科 

・建設科      ・建築科 

・塗装科      ・左官科 

・和裁科 等 

訓練内容 ①集合訓練（八代高等職業訓練校内） 

八代高等職業訓練校にて１年間あたり 425時間以上の訓練を行います。

80％以上の出席と年度末の試験合格者が２年へ進級、また修了できます。 

（週 1～2回、火曜又は土曜 8:30～16:30） 

②分散訓練（就業先事業所 等） 

就業先事業所において受講科の職業訓練指導員免許保有者が、1 カ年

975時間以上指導し、訓練校へ訓練日誌を提出し、報告とします。 

※修了時には熊本県知事より技能士補の称号が与えられます。 

（技能士補を有すると国家検定である技能検定の二級技能士の学科試験が数年の実務経験により免除） 

近年は電気工事士の試験対策や Office 製品の活用方法

（基礎ではなくスキルアップとなる内容）を実施しまし

た。 

 

※職業訓練法（昭和 33 年 5 月 2 日法律第 133 号）第二条第二項において【こ

の法律で「職業訓練」とは、労働者に対して職業に必要な技能を習得させ、又

は向上させるために行う訓練をいう。】と規定されており、短期課程は後者の

【向上させるに行う訓練】の為、基礎的な訓練内容は実施できません。 


